
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５長第５２号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２７年５月２０日 １４時００分ごろ 

発生場所 熊本県天草市本渡
ほ ん ど

港 

 本渡港防砂堤灯台から真方位２４１°１８０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°２７.５７′ 東経１３０°１２.５１′） 

事故等調査の経過  平成２７年６月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第５恵比須
え び す

丸、１４.５５トン 

 ＮＳ２－１４３７４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底キールに擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、船長が操舵室上段の操舵区画

で操船に当たり、本渡港を南西進した。 

 船長は、前方に本渡港防砂堤灯台（以下「防砂堤灯台」という。）

を視認したが、防砂堤灯台のどちら側が可航水域か分からず、また、

ＧＰＳプロッターを０.５海里レンジで拡大表示させても水深や浅瀬

などの情報がなかったので、甲板員を船首に配置して見張りに当たら

せ、低速力で防砂堤灯台の西側を航行していたところ、前方に潜堤を

認めた。 

 本船は、船長が、防砂堤灯台の東側を航行しようと反転したが、甲

板員が潜堤の方へ手で合図して誘導したので、潜堤の上を航行できる

と思い、約３ノットの速力で潜堤に向けて航行していたところ、平成

２７年５月２０日１４時００分ごろ潜堤に乗り揚げた。 

 付近を航行していた熊本県の漁業取締船は、本事故の発生を海上保

安庁に通報した。 

 本船は、潮が満ちるのを待って潜堤を離れ、自力で航行して本渡港

へ入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

 船長は、本渡港を航行するのは初めてであり、出発前にウェブサイ

トの地図で航行予定海域を確認したものの、詳細な水路調査を行って

いなかった。 



 船長は、潜堤に向けて航行する際、甲板員が目視ではあるが一番近

くで水深を確認していたので、甲板員の誘導により潜堤の上を航行で

きると思った。 

 海図Ｗ１２５２及び灯台表によれば、防砂堤灯台は赤塔形の右げん

標識であり、防砂堤灯台の西側は浅瀬となっており、潜堤が防砂堤灯

台から西南西方へ陸岸まで築造されている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、本渡港を南西進中、船長が、前方に潜堤を認めて反転した

ものの、船首配置の甲板員が潜堤の方へ手で合図して誘導したことか

ら、潜堤の上を航行できると思い、再び潜堤に向けて航行し、潜堤に

乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、甲板員が船首で海面下を見て誘導していたので、潜堤の上

を航行できると思ったものと考えられる。 

 甲板員は、海面を通して水深を目測していたことから、水深を過大

に評価したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、本渡港を南西進中、船長が、前方に潜堤を認め

て反転したものの、船首配置の甲板員が潜堤の方へ手で合図して誘導

したため、潜堤の上を航行できると思い、再び潜堤に向けて航行し、

潜堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航路標識に関する知識を深めること。 

 ・事前に航行予定海域の水路調査を詳細に行うこと。 

 


